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１．はじめに

1.1　情報コンテンツの時代

　ミレニアムの転換期を迎えた世界は、産業構造だけではなく社会構造全般を含めた意味で、産業革命以来の

変動期、あるいは活版印刷の発明以来のコミュニケーション革命期であると言われている。その構造変動の基

軸が「情報ネットワーク」あるいは「マルティメディア」であることは疑いがない。1980年代の低迷から脱

してダイナミックな経済成長をつづけるアメリカ社会を見る限り、ビジネスや社会活動における情報ネットワ

ークとマルチメディアの活用法についての基本的なシナリオは見え始めたといってよいだろう。インターネッ

トに代表されるゆるやかに結合した柔軟なネットワーク、放送のデジタル化と双方向化、放送と通信の融合な

どを通じて達成される新しいサービス、すなわち、完全に個人レベルに対応したオンデマンドな情報提供や、

きめ細かな双方向コミュニケーション、マーケティングのパーソナリゼーションなどが社会と産業を革新して

いくのである。

　とはいえ、情報化社会、ポスト工業社会、ソフト化社会、知識社会などと評されてきた社会と産業の情報化

をめぐる1990年代中盤までの企業間競争は、本質的には情報ネットワーク化やマルチメディア化を達成する

ためのハードウェアとソフトウェアをめぐる競争、特に規格化をめぐるリーダーシップの競争であった。それ

は「どのように情報を提供するか」というシステムをめぐるダイナミズムであって、「どのような情報を提供

するか」、あるいは「情報そのものをどのように創り出すか」という問題を課題としていない。社会構造の変

動が産業構造の変動に大きく依存するものだとすれば、情報ネットワークとマルチメディアのハードウェアと

ソフトウェア産業が新しく生み出されたり統廃合されたりするだけでは、大変動と言えるほどの幅と深さを持

ち得ない。その過程を多数のベンチャービジネスが担っているとはいえ、工業化社会を支えてきた巨大な製造

業や通信産業がその事業ドメインをシフトすることで達成されると考えられるからである。

　新しいコミュニケーションシステムやその属性（双方向性、即時性、同報性、可動性など）を本質的に活用

して、非常に裾野の広い社会規模の歴史的な構造転換をもらたしうるのは、そのシステムの上で流通する「コ

ンテンツ＝情報の内容」の革新でしかありえない。すなわち、新しいコミュニケーションシステムの上で流通

する新しい情報のカタチが創造され、それを社会的に利活用する新しい仕組みが創造され、そしてそれを生み

出すまったく新しい産業が創出されなければならない。その新しいダイナミズムの源泉は、社会的に利活用で

きる情報コンテンツの幅と深さ、そしてその利活用のための集約化である。

　1980年代は工業化の時代から高度情報化の時代への転換期であると言われ、爆発的なコンピュタリゼー

ションの需要を賄うための半導体が「産業の米」と呼ばれた。情報ネットワークとマルチメディアを基軸にし

た新しい時代には、その上で利活用できる形に加工され集約化された多様な「情報コンテンツ」が「産業の

米」となっていくに違いない。
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1.2　本稿の課題と構成

　本稿は、以上のような問題意識にもとづいて、わが国における情報コンテンツの社会的利活用の現状とその

政策的課題を明らかにしようとするものである。

　第２節においては、情報コンテンツを活用するための前提である情報ネットワークとマルチメディアの産業

化の現状とそれに対する政策的支援の状況を、「ビジュアルウェア産業」というキーワードで概観する。第３

節は、ビジュアルウェア産業の中に埋め込まれる形で動き始めた情報コンテンツの利活用システムのありかた

をめぐる模索とその政策的背景について、「デジタルアーカイブ」というキーワードで概観する。第４節は、

以上のような動向を踏まえながら、現状のデジタルアーカイブをめぐる政策的展開がその対象に捉えきれてい

ない社会的リソースのアーカイブ化の実験的プロジェクトとして、本学大学院政策科学研究科のリサーチプロ

ジェクトが民間企業、自治体と共に産官学協同事業として取り組んでいるGAP（ゲームアーカイブプロジェク

ト）を紹介し、その活動の到達点と課題を明らかにする。そして最後に、第５節において、日本におけるデジ

タルアーカイブの政策課題について整理し、GAPの活動を通じて得られた知見から若干のインプリケーション

を述べることにする。

２.　ビジュアルウェア産業について

2.1　ビジュアルウェア産業とはなにか

　ビジュアルウェア産業とは、いわゆる情報産業より幅広い概念を持つ産業の枠組みであり、マルチメディア

コンテンツ制作はもとよりコンテンツの流通や、ハード、ネットワークを含む基盤整備事業、さらにはビジュ

アルウェアそのものを活用、または提案していくような産業をも含む1)。

　近年、このビジュアルウェア産業が注目を浴びている背景には日本経済の長期にわたる不況がある。今日ま

で日本を支えてきた既存の産業の多くの分野が先行きに厳しい見通しを立てている中、1997年5月にわが国は

「経済構造の変革」を閣議決定し、その柱の一つとして高度通信社会への対応を政府主導で進めている2)。マ

ルチメディアコンテンツはこの高度通信社会の基盤生成に重要な役割を果たすことが予想され、その制作を行

うビジュアルウェア産業は新産業の中核として確立されることを望まれているのである。また、ビジュアルウ

ェア産業は新産業としてのポテンシャルを持つとともに、既存の産業、特に放送、出版、映画などの従来から

のコンテンツ産業、さらには数少ないデジタルコンテンツ産業のひとつであるテレビゲーム、パソコンソフト

制作に携わるソフトハウスの新事業のフィールドとしての可能性も併せ持っている。

　ビジュアルウェア産業が新産業として確立されるための追い風としての要因は、ここ数年の急激なメディア

環境の変化である。デジタルＣＳ放送の開始を始め、インターネット、デジタル携帯電話の爆発的普及、パー

ソナルコンピュータの低価格化、デジタルビデオディスク（DVD)、デジタルカメラ等の製品の市販化などで
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ある。また、ISDNや政府主導で行われている光ファイバー網の全国的整備等、ハード、ネットワーク双方を含

めた環境が、情報化へ向けて整いつつある。これらデジタルメディアの環境が整うことは、すなわちビジュア

ルウェア産業により制作された良質のコンテンツ、すなわちソフトが、大量、迅速、かつ安価に流通する基盤

が整備されたことを意味するのである。

　ビジュアルウェア産業自体の構成要素の一つであるメディア環境の変化に伴い、それをとりまく社会もまた

変化しているといえる。人々の価値観も物質的豊かさから、芸術や文化を中心とした精神的豊かさへ移行しつ

つある。また携帯情報端末の普及により、絶えず情報にさらされる生活習慣が当たり前のものとなりつつあ

る。このような価値観の変化と情報リテラシーの向上はマルチメディアコンテンツの多様化とその需要を高め

る要因となるであろう。また、少子化がますます進行している教育現場においても、従来の画一的な授業の形

態から、個々の児童、生徒に合わせた指導が求められている。小中高等学校においても情報機器の早期導入の

計画が進行しており、エデュテイメントソフトを中心とした初、中等教育のための良質なマルチメディアコン

テンツの早急な制作と普及が望まれている。

2.2　ビジュアルウェア産業の現状

（１）国際的な状況

　以上のように日本においては、新産業創造の核として、また既存産業の新事業の展開の場としてビジュアル

ウェア産業の確立が期待されているが、これは世界各国でも同様であり、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、そし

てアジア諸国においても注目すべき動向がある。

　アメリカ合衆国には世界最大の映画産業の本拠地ハリウッドと、コンピュータ産業の本拠地シリコンバレー

が存在するが、現在この二つの地域が連合して映画、情報双方の産業の融合化によるデジタル映像表現を作り

出している。このような産業の融合は、コンピュータグラフィックスや特殊効果を多用した映画の制作や、

「ユニバーサル・スタジオ」のような映画コンテンツを利用したバーチャルなアミューズメントパークを可能

にした。アメリカではメディアの多様性を背景に、映像ソフトのマルチユース、すなわち二次、三次利用を前

提にしたソフトづくりが一般的となってきおり、たとえば、家庭用ビデオやレーザーディスクの販売、テレビ

での放映、ビデオ・オン・デマンド（VOD)での配信、前述したアミューズメントパークでの利用、ゲームソ

フト化等を前提とした映画作りが行われている3)。また、次節でも述べるが、マイクロソフト社のビル・ゲイ

ツが所有するコービス社ではコンテンツのデジタル化と権利処理を行っており、1700万のコレクションのう

ち約100万点を既にデジタルアーカイブ化している。それらをデジタルコンテンツとして制作サイドに供給す

るとともに、コービス社とコンテンツのソース、双方の権利保護へ活動を広げている。

　ヨーロッパでは、文化的伝統を背景に、テクノロジーとメディアを融合させたメディア・アートによる新し

い産業創造と街づくりを行う試みが進行している。オーストリアのリンツ市では「アルス・エレクトロニカ・

フェスティバル」というメディア・アートのイベントを1979年から継続的に行っており、1996年には未来型

のミュージアム「アルス・エレクトロニカ・センター」を建設して、メディア・アートの拠点となるべく活動

論文1999a：『政策科学』6-2, Feb.1999

3



を行っている。ドイツでは、カールス・ルーエ市がＺＫＭ（カールス・ルーエ・アンド・メディア・テクノロ

ジー・センター）を設立して都市の活性化を目指している4)。また、フランスでは、カンヌにおいて年２回、

放送番組供給とコンテンツ制作支援のための国際的見本市が開催されている。1997年９月開催時の日本の出

展数は、テレビ局やアニメ制作会社を中心とする18社で6位であった。最大の出展国はアメリカの133社でそ

の多くが制作会社、シンジケーター、ディストリビューターなどである。

　アジア諸国においては既存の放送、通信インフラが未整備な反面、逆にそれによってデジタル化を前提とし

たインフラ整備が可能である。マレーシア、シンガポールなどではマルチメディア産業の国家的プロジェクト

がいくつか推進されているが、プロジェクトに携わることのできる人材が不足していることから、体系的に人

材を育成できるようなシステムが必要とされている。また、1990年代に入ってケーブルテレビ、衛星放送事

業も立ち上がり、ビジュアルコンテンツの需要もそれにつれて高まっていくことが予想される。なかでも日本

のアニメやドラマなどは、アジア諸国において高い人気を誇っており高い需要がある。このような状況を受け

て、シンガポールにおいては日本の番組を発信するJET（ジャパンエンターテイメントTV）などの事業が立ち

上がっている。

（２）国内の状況

　日本において現在映像ソフト制作の中心的役割を担っているのが放送業界である。なかでもテレビ局は映像

ソフトである番組の制作、流通、またそれに伴うインフラの提供という面で中心的役割を果たしてきており、

番組制作会社とともに放送用ソフト制作のほとんどに関わってきた。しかし、これらテレビ局、制作会社に協

力して番組制作に携わる美術、技術を提供する「プロダクション」と言われる事業者は中小規模の場合が多

く、テレビ局、制作会社の下請け会社的位置づけにとどまっており、長期的不況の影響による制作費の減少と

相まって資金、設備、人材とも不足している傾向が強い。

　このような業界構造のなかで制作されるテレビ番組であるが、衛星放送やケーブルテレビなどによる多チャ

ンネル化が進行すれば、自ずから良質なソフトが不足してくることが予測される。この問題に対応するために

はソフトのマルチユースがもっとも有効な方法であると思われるが、残念ながら日本において放送番組はキー

局から系列局への流通が主流で、他のメディアでの複次的利用は一部のコンテンツ（映画、アニメ、ドラマ、

ドキュメンタリー番組）をのぞいて十分に行われてこなかった5)。将来的なコンテンツ制作は、海外での流通

をも視野に入れた二次、三次利用を前提とした番組制作が不可欠となるであろう。これに加えて既存の番組の

デジタル化と保管、今後一般的となるであろうデジタルコンテンツの蓄積、権利保護など、再利用のためのア

ーカイブ化とその体系的システム作りが必要となっていくであろう。

　また、映画産業も日本においてビジュアルウェア産業の柱となる可能性を持つ産業である。とはいえ、現時

点ではTVメディアの発達やハリウッドによる大作映画の影響で、アニメ等一部のジャンルをのぞいて長期的

な低迷が続いている。また業界構造も制作、配給、映画館の縦のつながりが非常に強く、硬直化している。な

かでも配給会社が産業内において圧倒的に優位な立場にあり、制作サイドは一部のアニメプロダクション等を

除き一般的に立場は弱いものにとどまっている。しかし最近の映画産業はテレビ局の映画産業への参加、日本
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の配給会社とハリウッドの連携、従来の映画館のスタイルからシネコン（シネマコンプレックス）化によるス

クリーン数の増大など、従来の業界組織の再編が始まっているといえる。とはいえ作品自体は、観客動員数が

見込める巨額の制作費をかけた大作はハリウッドの独占状態にあるものの、映画祭などでの受賞をねらった芸

術作品やデジタル技術を駆使したアニメ映画の分野では日本映画が健闘している。

　映画が放送業界と対比して特筆すべき点は、マルチユース化が比較的進んでいるという事であろう。前述し

たように放送ソフトが一部を除きいわば使い捨ての傾向が強いのに比べ、映画は複次的利用であるビデオカ

セットによる販売、レンタル、テレビ放映が一般化しており、DVDや衛星放送になどのデジタルメディアの発

達とともにこの傾向がさらに進展することが予想される6)。このようにマルチユース化が一般化しているとい

う事に加え芸術作品としての一般的認知度の高さにより、放送ソフトとは異なり、作品そのものを始めシナリ

オ、脚本などの関連物の整理保存、権利保護が比較的進んでいることも重要な要素である。またデジタル技術

による映画産業への影響のなかでもっとも大きいと思われるのはVOD（ビデオ・オン・デマンド）による映画

の配信であろう。既にアメリカなどではケーブルテレビ、PayPerViewチャンネル等により一般化しているが、

日本においても光ファイバー網や、ＣＳ放送などによりインフラ整備が確立すれば安く、大量に映画が消費さ

れる社会が実現するであろう。加えて郊外型のシネコンがさらに普及し、スクリーンの大型化が進むことによ

り、現在アナログフィルムである媒体そのもののデジタル化や、デジタル音響技術の進展に拍車がかかること

も予想される。

　さらに出版業界においても、従来の紙メディアに加えて電子出版への転換が進んでいる。紙メディアである

新聞、雑誌、書籍などと比べた電子出版物の優位性は、パソコンソフトと連動させた検索とリンクの容易さに

ある。言い換えれば電子出版物を蓄積、整理することにより、データベース機能を持たせることが非常に容易

にできるということである。また電子出版物は従来のようにテキストのみの表現にとどまらず、音声、静止

画、動画、などのデジタルデータにより多彩な表現が可能である。さらにページを順にめくるという概念から

解放されるようになり、全く新しい構成による著作物が出版されるようになる可能性もある。

　しかし、現在出版社から発行される電子出版物の主流はテキスト中心の著作物に検索機能を付属したCD-

ROM等のパッケージ商品が主流であり、画像、動画、音声を含む商品は放送局やプロダクションからの発行が

多い。また流通過程も書籍販売網やコンピュータソフト販売網など既存の販売ルートに乗せる場合が多く、今

後はネットワークを介した配信システムの確立が望まれる。インターネットを利用した電子出版物の流通が浸

透すれば、従来の再販制度のような流通・小売り過程が簡略化され、出版、流通、販売コストが大幅にダウン

するであろう。電子出版をめぐる諸問題のなかで重大な課題は規格の統一である。現状では、コンテンツ制作

段階からいくつかの規格が混在しており消費者に混乱が生じる可能性がある。ソフトメーカーや出版社等に

よって構成される団体は「EPWING」、「電子ブック」といった企画を提唱しており、行政においても科学技

術振興協会が電子投稿規定作成のためのガイドラインを定めようと活動しているが、事実上の標準化はまだな

されておらず早期の解決が電子出版物の普及のために期待されている7)。

　デジタルコンテンツとして現在の日本でもっとも普及しているものは、家庭用ゲーム機用のソフトであろ

う。プラットホームは、1998年9月の時点で、32bit機であるソニーコンピュータエンターテイメント（SCE)
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の「プレイステーション」が1345万台、セガエンタープライゼスの「サターン」が574万台、任天堂の64bit

機「ニンテンドウ64」が315万台、同社の携帯ゲーム機「ゲームボーイ」が2007万台出荷されている。さら

にセガは1998年末に128bitという高速データ処理が可能な「ドリームキャスト」を投入し、ハードの高性能

化が進んでいる。ハードの高性能化とともにコンピュータグラフィックスやポリゴン、3D等の画像処理技術

をはじめ、シミュレーション、演算、音声などのソフト技術も年々進歩している。ソフト制作は大作になるほ

ど制作費、制作期間とも大きくなり、プロデューサーのもと、、ディレクター、プログラマー、シナリオライ

ター、ＣＧデザイナー、サウンドプログラマーなどそれぞれの分野のスペシャリストによる分業化が、映画製

作と同様に一般化しつつある8)。

　また、以前はハードメーカーが業界での主導権を握っていたが、100万本の販売が確実なシリーズソフトを

持つソフト制作専門のサードパーティーが、逆にハードウェアを選ぶ時代になってきている9)。ハードに関し

ては、最新鋭機のドリームキャストが家庭用ゲーム機で初めてパソコン並のネットワーク機能を搭載して、イ

ンターネットへの接続を可能にした。このようなネットワーク機能を持った家庭用ゲーム機が普及すれば、パ

ソコンに比べ安価な端末と言うだけでなく、ネットワークを利用したコンテンツ配信も現実的になってくるで

あろう。ゲームソフトのネットワークを介した配信にはもちろん権利保護の問題や課金システムの確立等問題

があるが、現在のように小売店を通じた流通経路と比べると、コスト面でのメリットが大きい。そして、ネッ

トワーク配信への移行段階で生まれてきた流通形態が、元来おもちゃ売場で売られていたゲームソフトをコン

ビニエンスストアで販売するスタイルであろう。家庭用ゲーム機の登場から最近まで、ハードメーカーが主導

権を握って流通経路をつくってきたが、大手ソフトハウスのスクウェア等によってゲームソフトを独自にコン

ビニエンスストアで流通させることが実現した10)。コンビニでの流通では、POSシステムと連動させること

によって、ネットワーク配信に近いレベルで顧客データ、売り上げデータ等の把握が容易であり、販売をその

ままマーケティングリサーチと直結させることが可能なのである。これはハードメーカー任せであった卸問屋

を通す流通ルートからは得ることのできなかった性質の情報であり、コンテンツ開発のためのフィードバック

を可能にする有益な情報であるといえる。

　このようなビジュアルウェア産業の全体像を概観すると、人的にも組織的にも首都圏一極集中の感が強い。

このことは、地方の例として近畿地方のビジュアルウェア産業の現状と比較してみるとよくわかる。通産省の

調べによると、コンテンツ制作関連事業、基盤整備関連産業、コンテンツ流通・サービス産業、活用・提案型

産業という４つのカテゴリーからなるビジュアルウェア産業全体の1996年の市場規模は16.4兆円、雇用規模

は72.9万人となっている。そのうち近畿が占める割合は市場規模が2.4兆円で15％、雇用規模も12.2万人で15

％であり、その割合は他の地域と比べれば比較的大きいものの首都圏のシェアには遠く及ばない（表2-1)　。

しかし、近畿地区には京都、奈良をはじめとする歴史的、文化的遺産の多く残された地域や、大学、研究所、

人材育成機関、高い技術力を持つ企業などコンテンツ制作のためのリソースも豊富である。この意味では、地

方においてこそ首都圏とは異なる歴史とリソースをうまく活用することによって、地域的な特性を生かした質

の高いコンテンツ制作や、ユニークな人材の育成の可能性を追求していかなければならない。
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2.3　ビジュアルウェア産業をめぐる政策展開

（１）全国的な政策展開

　首相直属の機関である「高度情報通信社会推進本部」は、今日までの「大量生産・大量消費」の経済から

「情報の創造・流通」を基礎とする経済社会への移行を円滑に行うためとして、1998年11月に「高度情報通

信社会推進に向けた基本方針」を策定した。これは今日の情報化が以前の「高度情報通信社会推進に向けた基

本方針」では想定し得なかったスピードで進んでいることを受けて、今後の高度情報通新社会の構築に向けて

の基本方針と方向性を改めて示すために策定された。この基本方針は後述する各省庁のより具体的な支援政策

の指針となるべきものであり、政府の経済政策におけるビジュアルウェア産業の位置づけの重要性を示してい

るものといえる。

　今回の基本方針のなかで新しく取り上げられた課題の一つは、電子商取引の早期かつ社会的な実現である。

今日の民間による電子商取引の現実を鑑みると、政府による今回の基本方針の決定はこの分野でも後手に回っ

た感が否めないが、電子商取引に伴う認証、消費者・プライバシー・著作権等の権利保護、セキュリティ及び

犯罪対策等、公的機関が制度作りを進めていかなければならない分野も多く残されており、早急に実行段階に

まで進めていく必要性が強調されている。また基本方針で示されている行動原則では、民間主導、政府による

環境整備、国際的な合意形成に向けたイニシアティブの発揮などが謳われている。ビジュアルウェア産業をと

りまく民間の技術革新のスピードに政府が何らかの形でブレーキをかけることは、高度情報化を進めようと考

える限り、現実的な施策とはいいがたい。民間主導で、かつ公正な競争が行われるような環境整備が、同時進

行的に行われていくことが必要であろう。また、政府そのものを電子化しようという取り組みを進めることも

決定しており、地方政府も含め、行政情報のネットワークを介した情報提供や、申請書類の電子化など、行政

の効率化が推進される計画が示されている11)。

　通産省は、 高度情報通信社会推進本部による基本方針をうけて、ビジュアルウェア産業の支援政策を各地

方の通産局を通じて積極的に推進している。同省によれば、ビジュアルウェア産業を発展させるための課題

は、需要サイドと供給サイドにそれぞれ存在する。需要サイドにおいては、アメリカでは景気後退局面にも関

わらず情報産業への投資が減少しなかったのに対し、わが国においては不況により市場の縮小がみられ、結果

的に一般ユーザーにおける情報通信技術の活用が遅れる要因となった、と分析している。また、供給サイドで

は、やはり不況によりあらたな技術開発や市場ニーズに沿った商品開発が行うことができなかったとしてい

る。また、アメリカにおいて重要な役割を果たしているベンチャー企業に関してもわが国においては展開が遅

れており、この分野に対しても支援政策が必要であると指摘されている。

　電気通信事業の監督官庁である郵政省も、ビジュアルウェア産業に対する政策を積極的に進めている。なか

でもNTT再編成を中心とするネットワーク事業、放送事業の分野においては、その活性化と市場の改革に主体

的に取り組んでいる。たとえばインフラ整備に関しては、無線系と呼ばれる衛星通信システムや、有線系と呼

ばれる光ファイバ網の整備、またこれらの固定系のネットワークのほかに、移動系とよばれる携帯端末とそれ

に伴うネットワークの構築など、総合的なデジタルネットワークに関するインフラの高度化を進めている。ま
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た、情報通信産業を21世紀におけるリーディング産業に育成するとの観点から、国際競争に耐えうる産官学協

力下での技術開発支援にも携わっている。他省庁との連携では、通産省とともにマルチメディアのモデル事業

の支援を行っている。

　文部省の著作権審議会では、ネットワーク化、デジタル化時代における著作権等の権利処理や、権利内容に

ついて「マルチメディア小委員会」を設置し、課題についての検討を行っている。デジタルコンテンツは半永

久的に劣化せず、ネットワークを介して世界中に瞬時に配信できるという性質を持つ。これはデジタル化され

たデータの長所でもあると同時に、権利保護に関して非常に難しい問題も併せ持つ。デジタルの特性から、オ

リジナルの著作物と同品質の複製を大量に作ることができ、またコンテンツを加工することも非常に容易であ

るからである。さらにはインターネットを介して著作物や違法な複製を発信することも、また同様である。デ

ジタルコンテンツのネットワークを使った流通は、電子決済などと組み合わせることにより従来の物流にかか

るコストの大幅なダウンが可能であるが、同時に著作者の権利保護や課金のシステムの確立が求められる。こ

のような状況下で文部省では、コピープロテクション等の違法コピーに対する技術に関する検討や、技術の進

歩に伴う法整備に関して議論を進めてきた。しかし技術的対策には必ず回避技術が現れ、技術的対策によって

のみ著作物の権利を守ることは不可能であり、法的制限が整備される必要があるとまとめられている。ところ

が現行の著作権法をそのままデジタルコンテンツに当てはめることは、私的利用の範囲の定義や、書籍などで

認められている教育などの公益上の複製や引用の適用等をめぐって問題があり、デジタル化を前提とした根本

的な法制度の再検討が必要な段階を迎えている。

（２）地方における支援政策の現状

　次に、ビジュアルウェア産業に対する地域的な支援政策の現状を関西地方を例にとって概観する。近畿地方

における行政機関の支援政策の中心的役割を果たしているのが近畿通産局である。近畿通産局では、ビジュア

ルウェア産業育成、集積化を関西経済再生の切り札と位置づけて、1997年５月に「近畿地方における映像・

ビジュアルウェア産業育成・集積化の総合的方策検討委員会」を設置した。そこで策定された行動計画では、

次の４点が柱となっている。

　まずはじめに京都、大阪、神戸を結ぶ「三都広域連携行動計画」である。京阪神が持つポテンシャルを結び

つける事によって産業育成を牽引していくことが三都連携の主旨であり、具体的には文化的遺産のアーカイブ

化を進めるとともに、大規模イベントや、テーマパーク等へのビジュアルウェアの活用を進めていくという政

策である。続く「街づくり行動計画」では人材交流、ビジネス支援拠点の整備が謳われている。しかし、具体

的な施策については示されておらず、都心、新都心、郊外それぞれの街づくりのイメージとモデルを提示して

いるにとどまっている。また三番目の「新産業創出行動計画」では、ビジュアルウェア活用による産業の高度

化、メディアアート、コンソーシアム型研究の推進、地域企業の事業支援、コンテンツ政策支援システムの開

発、デジタルアーカイブの産業化と普及を主眼においている。そして最後に、「ビジネス支援行動計画」とし

てコンテンツ制作事業者に対する支援機能の整備をあげている。具体的には中小プロダクション、ベンチャー

の情報発信や、交流支援等、総合的なサポート機能を整備していく計画である。
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　京都府ならびに京都市では、次節で詳しく述べるように、ビジュアルウェア産業の中でもデジタルコンテン

ツの可能性に着目した政策的展開が産官学の地域的な連携を通じて展開されている。さらに2002年に開館予

定の国立国会図書館関西館は、単なる分館としての機能に留まらず、大規模な電子図書館のパイロットプロジ

ェクトとして位置づけられており、今後の電子出版物、電子図書館の枠組みづくりの指針となることが期待さ

れている。

　大阪府でもビジュアルウェア産業活性化のための活発な動きがある。最大の事業は、臨海地区の再開発に

伴って2001年に予定されているユニバーサルスタジオジャパン（USJ）の開業であろう。ハリウッドの映像技

術により実現されるアトラクションは世界最高レベルであり、関西のコンテンツ産業にも大きな影響を与える

であろう。総事業費約1600億円、予想来場者数年間800万人のこのテーマパークには、大阪市をはじめ37社

が出資しており、大きな経済効果が見込まれている。また1999年2月には「マルチメディアコンテンツ'99 

OSAKAフェスティバル」が予定されており。コンテンツ作成に携わる人たちの交流の場の提供と、人材の発

掘・育成・支援を目的としたイベントが行われる予定である。大阪にはマルチメディア共同研究センターやイ

ンターメディウム研究所などマルチメディアコンテンツに関連する研究機関も多数あり、これらの技術や人材

を活用することがビジュアルウェア産業活性化のために不可欠であると考えられる。

　神戸市では行政主導の形で支援が行われている。なかでも神戸市震災復興本部がすすめている「神戸国際マ

ルチメディア文化都市（KIMEC）構想」は4つのプロジェクトからなる包括的な都市戦略である。これは情

報、文化芸術、産業を融合させることにより新産業創造、既存産業の高度化を同時に達成し、その結果として

都市の活性化を目指すという目的で計画されている。中心となるプロジェクトはポートアイランドに建設予定

の「キメックワールド」であり、マルチメディアと、エンターテイメントを融合させた新しい産業創造の場と

都市の在り方を提示する。そして、二つ目のプロジェクトは第三セクター方式による「デジタル映像研究所」

の設立である。ここでは、ビジュアルウェアコンテンツの作成とそれに伴う技術開発、人材育成が目的とされ

ている。さらに、いくつかの継続的なイベントもおこなわれている。一つは国際シンポジウムである「インタ

ーネットウェイブ」で、1996年度は地域ネットワーク構築をテーマとして開催された。もう一つは、日本の

コンテンツ産業の中では最も成熟度の高いアニメーションに焦点を当てた「アニメーション神戸」である。

1998年で３回目を迎えたこのイベントでは、プロフェッショナルなワークショップ、アワードの制定、レセ

プション、放映会などを通じてクリエイターの育成、発掘を行ってきている。

　以上、ビジュアルウェア産業の現状とそれに対する支援政策全般を検証してきたが、今の状況でビジュアル

ウェア産業が発展を続けていけばハードに対するソフト、言い換えればメディアチャンネルに対するコンテン

ツの比率が圧倒的に足りなくなる可能性が高い。放送事業における多チャンネル化、出版事業における電子出

版、流通における電子商取引の登場など、情報の伝達手段の質の変化と量の爆発的増大にコンテンツ供給が追

いつかなくなるという懸念である。

　この状況に対応するために有効と考えられるのはコンテンツの複次的利用であろう。しかしデジタル化した

既存の画像ソフトなどの焼き直しによる他メディアへの流用だけでは、コンテンツの質の相対的な低下を招く

だけである。そこで望まれるのが、デジタルコンテンツの蓄積と再利用の仕組みづくり（デジタルアーカイブ
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化）である。蓄積されたコンテンツを幅広く素材として利用できる環境と、それを通じて新しいコンテンツ制

作と人材育成を同時に実践していくことのできるような、権利処理も含めた総合的な制度の創造である。文化

財などのアナログコンテンツをデジタル化し集積していくのと並行して、新たに制作されたデジタルコンテン

ツを一定の条件のもとで広く一般に提供できるような環境が整備されることによって、ユーザーのクリエイタ

ー化を含めたビジュアルウェア産業の総合的な発展が可能になると思われる。

３．デジタルアーカイブについて

3.1　デジタルアーカイブとは何か

　デジタルアーカイブとは記録保管庫所を意味するアーカイブ（Archive）とデジタル技術を組み合わせ、例え

ば伝統的文化財・美術品などの文化資産を高精細デジタル画像などの技術によって保存し、マルチメディアデ

ータベースによって活用する仕組みを表す概念である12)。デジタルアーカイブを整理・活用するためには、

その膨大な資料を迅速、正確に参照できるシステムが必要であることから、データベース的技法とは親和性が

極めて高いと考えられる。一般的にデジタルアーカイブ化される対象物としては、以下のようなものが想定さ

れている。

　1)　文化財保護法（第２条）に定められた文化財、芸術・美術作品等

　2)　放送、映画、ビデオ、写真など映像・画像として収められた画像制作物

　3)　パソコン・ゲームソフト、電子出版物、電子ネットワークコンテンツ（Webデータなど）、CD-ROMな

どのデジタル制作物

　デジタルアーカイブには、単純な費用対効果モデルで割り切れない文化的な側面が多くある。アーカイブ化

される対象がその国のアイデンティティと密接に関わる文化に結びついているからである。この点も踏まえた

上で、なぜデジタルアーカイブ化を進める必要性があるのか、デジタルアーカイブにはどのような価値が存在

するのか、について考えてみよう。デジタルアーカイブの意義については大きく以下の３点が指摘できる。

（１）歴史的遺産の保存と地域活性化

　文化・伝統は伝統的文化財・美術品といった現物だけに拠るものではなく、創作し、伝承してきた人々が存

在して初めて文化資産として完結するものである。現行の博物館などではその性質上、伝えられた現物自体を

重点的に扱っているが、デジタルアーカイブでは、それらを支えてきた人々がもつ情報自体をも現物と等価値

あるいはそれ以上の価値を有するものとして記録・保存していくことも可能である。

　また現行の文化財保護の法制度的問題から、行政的指導の下にコンテンツ所有者に維持・保存のための負担
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が集中する形で歴史的遺産が保全されているのが現状であるが、京都商工会議所などが中心となって設立した

デジタルアーカイブ推進機構などでは、デジタルアーカイブ構築に向けて公的な立場からビジネス転換へのモ

デルを提案する動きが出てきている。あるいは通産省が長寿社会対策及び情報化施策として提唱する「メロ

ウ・ソサエティ構想」の「ハイパー風土記」に見られるように、デジタルアーカイブの構築を通じて地域社会

のもつ特性を市民に対して再認識してもらい、地域の活性化につなげていこうとする動きもある。

（２）学術研究・教育活動の革新

　デジタルアーカイブの意義について、東京大学の月尾嘉男氏は「消滅していく遺跡、消滅していく芸能、公

開されていない資産、文化衝突を回避する」という側面を重視しており、また早稲田大学の吉村作治氏は「発

掘は常に破壊を伴うので、21世紀の考古学は（アーカイブ化による）保存が主体となるべきである」と主張し

ている13)。いずれも、学術研究の観点から、歴史的遺産や文化資産の自然的あるいは人為的損耗に対する対

抗手段という点にデジタルアーカイブの可能性を求めている。

　デジタルアーカイブは視認されたイメージをデジタル技術で再現するだけでなく、デジタル化する際に高精

細・高解像度画像として記録することにより、対象物を劣化させることのない精密な解析を可能としている。

デジタルアーカイブに収められたデータを解析することによって、人間では視認できない古代の色彩や文様を

再現することも可能であり、激しい劣化のため公開できない古文書をデジタル化することによって、現物を傷

めることなく解読に取り組むことが可能となる。

　さらにデジタルアーカイブによって収蔵される史料は、物理的な空間が不要なため原理上は無限大に集積す

ることが可能である。「デジタルアーカイブは連想の劇場である」14)　という解釈があるように、散逸した

史料が集積されて自由に閲覧・鑑賞・操作ができるようになれば、そこに新たな発見があり、知見が形成され

る可能性が生じてくる。この意味では、デジタルアーカイブはこうした様々な知的探求者にとって、オープン

な形でのアクセシビリティを保証する事が重要であり、そのことによってまた更に多くのコンテンツが追加、

集積されていくことが期待できる。

　また、研究に対して教育・学習という観点から考えると、活版印刷の登場する以前は知恵や知識は口述伝承

が中心であったが、15世紀ドイツのグーテンベルグの活版印刷の登場以来、20世紀まで紙に印刷されたもの

を中心とした黙読による伝承に移ったと言われている。インターネットなどの電子ネットワークとマルチメデ

ィアの出現は、口述と黙読に視聴覚表現の加わった双方向性による伝承への転換を進行させている。デジタル

アーカイブは、このような意味における知恵・知識の伝承システムの社会的インフラストラクチュアとして位

置づけることができる。デジタルアーカイブはそれ自身に物理的な空間は存在せず、バーチャルリアリティな

どのデジタル技術の応用によって、遠距離で訪れることが難しかった美術館・博物館のコレクションや痛みや

すく保存が難しい貴重な文化財を、ある意味では実物よりも高いリアリティで鑑賞することが可能である。

　そして、より重要なことはそのような学習リソースの量的確保だけではない。活版印刷のテクノロジー以

降、知恵や知識の形式知化を主眼とした教育・学習システムが主流となったが、反対にその弊害と限界も自覚

されるようになってきた。デジタルアーカイブの利用者は、それを日常的に操作し熟練していくことを通じ
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て、アーカイブ化という作業自身に含まれる知的営為に触れることができ、アーカイブ制作者の知恵や知識を

暗黙知の形で体得することが期待できる。

（３）情報コンテンツの制作支援と活用化

　たとえば新聞社や自治体の広報課などには、明治、大正から今日に至るまで、その時代の文化習俗を語る上

で貴重な写真や映像が倉庫や棚の段ボール箱などに整理もなく押し込まれていると言われている15)。これら

の写真や映像は、デジタル化しない限りいずれは退色して損失していくものである。また、広範囲に散逸して

いることから、デジタル化されない限り、体系的に収集、整理することは不可能である。これらがデジタルア

ーカイブに収められ、容易に利用できる環境があれば、死蔵していた写真が再び活用されることになり、また

利用者にとってはなんらかのコンテンツ（アナログも含む）を製作しようとする際に豊富な素材として利用で

きるという利便性が得られる16)。

　特に貴重な絵画や美術品などは、公的な美術館などに収蔵されていつでも閲覧できる形になっていればよい

が、展示運営上の問題もあって全世界の人々へオンデマンドで、という訳にはいかない。他方で私的に所有さ

れているものも数多くあり、これらは事実上万人がいつでも見れる状況ではない。しかしこれらの素材がデジ

タル化され、一定の権利処理を済ませれば利用できるという事になれば、コンテンツ製作のリソースや参考資

料としての活用が大いに期待できる。

3.2　デジタルアーカイブの現状

　ここではデジタルアーカイブを核とした具体的な事業について、国内外の主たる動向を整理する。

　まず民間において、先導的にデジタルアーカイブを用いたビジネスを行っているのは1989年に設立された

米国「コービス社」である17)。世界中から絵画や写真を購入し、これらを高精細画像などにデジタル化し、

それを利用者の要望に応じたサイズと解像度に変換して販売している。社内スタッフとして画像編集、スキャ

ニング、イメージプロセッシング、ライブラリーサイエンス、写真、デザイン、マーケティング、弁理士など

多岐にわたる専門家を雇用しており、他にプロの写真家、博物館・美術館・図書館・歴史家などの社外の専門

家たちとも協力関係を結んでいる。コービスによって収集された美術品類を総称して「コービスコレクショ

ン」と呼んでいる18)。同社ではデジタルイメージのコンテンツプロバイダーとして必要とされる技能を以下

のように整理している19)。

　1)　知的所有権の法的・商業的取り決めに関する知識に基づく著作権者との交渉力20）

　2)　デジタルアーカイブ化に関する技術

　3)　コンテンツ流通に関する技術

　またアーカイブマネジメントの業務については次のように要約されている21)。
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　1)　「コンテンツ」と呼ばれる画像、動画、音楽に関わるものの収集、保管、整理業務

　2)　「コンテクスト」と呼ばれる画像のカタログ化、個々の画像に関してのストーリー、内容の説明に関す

る資料の分析とデータベース化業務

　3)　「プロダクト」と呼ばれるCD-ROMタイトル、オンラインライブラリー、教育関連商品の制作業務

　同社は豊富な資金によって世界中の著名なコレクション22)を次々と買収したため、内外より「文化侵略」

と警戒されることが多々あるが、「美術館などで死蔵し人類にとって貴重な文化資産が活用されない方が残念

だ」と反論することで、デジタルアーカイブビジネスの意義を主張している。しかし、同社が最も有望なイメ

ージコンテンツと見なしているものに日本の浮世絵や仏教美術などがあり、文化庁や美術関係者などは警戒感

を強めている。また後述する京都デジタルアーカイブ推進機構においても、1998年9月に開催された同機構の

設立説明会では同社に対抗する姿勢が表明されている23)。

　一方、国内においては、1998年10月に株式会社イメージモールジャパンが設立されている24)。「イメージ

モールジャパン」自身は1997年8月より開始されたプロジェクトで、貴重な文化・歴史遺産をデジタル資産と

して預かった上で管理・活用し、コンテンツ所有者の様々な権利を保護しながら世界に向けて公開する「デジ

タル資産預託・運営組織」である25)。コービスとは画像コンテンツを販売する点においては同一であるが、

デジタル化されたコンテンツの使用権をイメージモールが独占するのではなく、コンテンツ所有者からイメー

ジモールが預かり、それをデジタル化、マルチメディアデータベース化し、サービスや商品として流通させる

としている。運用して得た利益をコンテンツ所有者に還元することで、貴重な文化・歴史資産を死蔵をさせる

ことなく、また利益の還元によってコンテンツ所有者の歴史的遺産の維持・保存に対するコスト負担を軽減さ

せられると期待されている。コービスとは違い、コンテンツを買い取りではなく預託するという形を採ること

で差別化を図っている、と考えられる。イメージモールの特徴として主張されているのは以下の通りである

26)。

　1)　新聞社、マルチメディア制作者、世界市場での活用機会の増加

　2)　電子すかし技術などにおける安全な運用

　3)　デジタル使用権はコンテンツ所有者に属しており著作者・保有者の権利が確保されている

　4)　写真管理の煩雑さからの解放

　5)　コンテンツの退色などによる損傷・消失の防止

　つづいて、公的機関の具体的な事業施策として挙げられるのが、文化庁、東京国立博物館が中心となって進

めている「文化財情報システム・美術情報システム」である。国立博物館・美術館の収蔵品、国指定の文化財

についてデジタルイメージ化し、インターネットなどを通じて公開する目的で1995年より開始された。また

1998年よりさらに枠組みを広め、国立館に限らず国公私立博物館・美術館、地方自治体へも参加を呼びか
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け、より広範な文化財・美術品に関する情報をインターネットを通じて引き出せるシステムや、文化財・美術

品情報システムをめぐる諸問題についての話し合いを持つ場として「文化財情報フォーラム」を設立した

27)。また文化財・美術品に関する情報（作品・作者名、制作年代、収蔵者、収蔵品のモチーフ等）をデータ

ベース化し、インターネットを通じて検索可能な「共通索引システム」も併せて進めている。これはＧ７各国

で進められている「世界文化遺産へのマルチメディア・アクセス」事業に対応させるため、多言語検索も視野

に入れた施策である。文化財情報フォーラムは、Ｇ７におけるＧＩＩ構想の中の「電子博物館・美術館の実

現」に向けた国家的基盤整備の調整・推進の場として、また共通索引システムは全国に散逸した文化財・美術

品について、利用者が美術品の収蔵先を一元的に参照できるシステムとして構想されたものと考えられる。

　これらの他にも文化庁では情報化対応施策として以下のような事業を進めている28)。

　1)　全国の公立文化施設情報、芸術家・芸術団体情報、地方公共団体における文化行政情報・公演企画情報

をデータベース化した「地域文化情報システム」

　2)　新国立劇場において構築がすすめられている「現代舞台芸術情報システム」

　3)　国立劇場で構築が進められている「伝統芸能情報システム」

　次に、企業の社会貢献活動という側面を持ちながらも、インターネットビジネスあるいは高度情報化社会に

おけるビジネスモデルの先駆となっている事例を見てみよう。インターネットを通じた書籍販売で世界的に知

られる米国アマゾン・コム社によって運営されているインターネットコンテンツ「ＩＭＤｂ」（Internet Movie 

Database）は映画そのものをアーカイブ化しているわけではないが、劇場で公開された映画や、その映画に関

わった人々、テレビ放映作品、関連商品、ユーザー評価レーティングなど幅広い情報を無料で提供している

29)。

　ここでデータを入力しているのは、映画サークルなどのボランティアであり、またレーティング情報の提供

はインターネット参加者である。運営主体側はマネージャーと呼ばれる人員をジャンルことに配置し、ボラン

ティアから提供される情報を束ねる役割を担っている。このサイトでは情報はまさにハイパーテキスト化さ

れ、ある映画について調べると、そこからその映画に出演した俳優名、監督名などがリンクされ、監督名を選

択すると今度はその監督が携わった映画名が表示され、またそれぞれについて詳細なデータが得られる。この

サイトに掲載された情報には、関連した書籍、ビデオなども含まれており、サイトを見た利用者がこれらを希

望する場合には、アマゾン・コムより購入が可能である。ＩＭＤｂは、ネットワーク社会における一つのビジ

ネスモデルを提供していると考えられるが、それだけではなく、アーカイブとして収集する対象物や情報をど

のように効率的、効果的に収集整理していくかという点について、営利的要素に対するボランタリズムの深い

可能性を示唆している。

　以上の事例的な事業について、デジタルアーカイブの指向性という観点から俯瞰したものが図3-1である。

3.3　デジタルアーカイブをめぐる政策的展開
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　ここではデジタルアーカイブに今日的な焦点が当たる端緒となった国内外の政策的な動向を概観する。

（１）国際的な政策展開の経緯

　デジタルアーカイブが世界的な潮流となった端緒は、1994年3月に開催された第一回ＩＴＵ世界電気通信会

議（ブエノスアイレス）において、米国ゴア副大統領が「世界情報インフラ構想」（ＧＩＩ：Global 

Information Infrastructure）を提唱したことによる。米国はそれ以前に自国内において「全米情報インフラ構

想」（ＮＩＩ：National Information Infrastructure）、いわゆる「情報スーパーハイウェイ」構想を策定してお

り、人々の時間的、空間的束縛をデジタル技術によって軽減もしくは消滅させ、社会全体に様々なコミュニケ

ーション革命を起こそうと意図してきた30)。

　ＧＩＩはこうしたＮＩＩ構想を世界規模に拡大させて、より高度なコミュニケーション社会を築こうとする

ものである。1994年3月に開催されたＧ７雇用ハイレベル会合（デトロイト）においても、情報通信技術の発

展が生産性の向上及び雇用創出を促進するものであるとされ、1994年6月のＯＥＣＤ専門家会合（技術、生産

性、雇用創出）において、これらの調査を始めるとともにサミットへその結果を報告することが決定された。

米国内でのＮＩＩ実現に向けた技術的、経済的、制度的解決策は、それを世界規模に拡大する際にも適用でき

る政策であり、電気通信事業、情報関連産業においてデファクトスタンダードを握ることになれば、将来的な

デジタル社会の諸政策全般に対する強力なイニシアティブをもつことになる。

　1994年7月のナポリサミットにおいて開催が決定されたのを受けて、1995年2月にＧ７情報通信閣僚会議

（ブリュッセル）が開催された。この会合で合意された事項は８項目に及び、ネットワークへのオープンなア

クセス、市民のアクセスに対する機会均等促進、文化及び言語的な多様性を含むコンテンツ多様化の促進、発

展途上国の参加に配慮した全ての国々と地球規模の協力を行う必要性を認識することなどであった。

　また上記の合意事項に加えて、ＧＩＩを実現させるために11のパイロットプロジェクトが計画され、「電子

図書館」、「電子博物館・美術館」、「オンラインによる行政の情報化」、「中小企業のためのグローバルマ

ーケット」、「グローバルなヘルスケアのアプリケーション」（医療情報の電子化）などが具体的に示された

31)。これを契機に日本においても、それぞれの監督官庁によって、これらのパイロットプロジェクトを政策

へと反映していくことになった。

（２）日本における政策的展開

　日本においては、デジタルアーカイブを国の総合的施策として位置づけ推進することを目指すものとして、

文化庁、通産省、自治省の指導の下で1996年4月に「デジタルアーカイブ推進協議会」が設立された32)。同

協議会によれば、デジタルアーカイブ構想とは「人類共有の貴重な財産である文化資産に対して、資産そのも

のの保存・修復のため、情報として蓄積・整備し次の世代へ正しく継承するため、また、それらの情報を有効

に利活用していくために、デジタル技術等の最新技術を積極的に活用していこうとするもの」である33)。同

協議会はデジタルアーカイブの趣意を以下のように考えている。

論文1999a：『政策科学』6-2, Feb.1999

15



　1)　高精細で再現性に優れたデジタル情報によって記録すること

　2)　デジタル情報をマルチメディアデータベース化し、随時閲覧可能な状態にすること

　3)　高度通信網を利用したマルチメディアデータベースを通じて、広く情報を受発信すること

　4)　内外各地域でのデジタルアーカイブ事業と相互連携と協力、国際貢献に資すること

　また文化資産のデジタル情報による保存・振興には次のような効果が期待されている。

　1)　伝統文化の振興、地場産業の活性化、伝承人材の育成と確保

　2)　地域文化・産業の情報発信、国際文化交流の促進

　3)　情報通信技術の活用、新規産業の創出、新映像産業の発展

　そして、デジタルアーカイブ化された貴重な文化財をコンテンツとして利活用することを具体的に考えた場

合、最大の政策課題が著作権、所有権などの権利問題にあることを主張する同協議会では、この解決を目指し

て「権利問題研究委員会」を設置し、1998年10月に「デジタルアーカイブ権利問題ガイドライン（案）」を

公表した34)。

　また、同協議会設立の母体となったマルチメディアコンテンツ振興協会や新映像産業推進センターなどは、

いわゆる次世代情報メディアの活性化をねらう団体であり、デジタルアーカイブによって蓄積されたコンテン

ツを放送やマルチメディアソフトなどにマルチユース化し、あるいは二次利用していくことを政策的に意図し

ている。例えば、1980年代後半より次世代情報メディアに対する企画を行ってきた財団法人新映像産業推進

センター（ＨＶＣ：High-tech Visual Promotion Center）を見てみよう35)。ＨＶＣはハイビジョン36)をはじめ

とする高精細映像産業の支援を目的としており、ハイビジョンで放送する番組は今までのテレビと差別化する

意味で、高画質画像として意義のあるものが志向され、美術品を中心とした文化財が取り上げられることが多

い。

　自治省もこうしたハイビジョンの特性を活かし、地域文化の振興と情報化に寄与するため「ハイビジョン

ミュージアム構想」を推進する目的で、1991年にハイビジョン・ミュージアム推進協議会を発足させている

37)。低予算で運営されている美術館・博物館などで、文化的価値の高い作品の鑑賞機会を増やすことがねら

いである。1996年8月現在で会員数は538団体（国1、地方公共団体476、美術館61）となっており、それぞ

れが独自の番組づくりを進めている。ハイビジョン自体は規格としての普遍性に問題があるが、ＩＳＤＮや都

市型ＣＡＴＶ、デジタル衛星放送などの次世代情報通信網が整備されていけば、このような高画質画像はいず

れ自宅などでも鑑賞できるはずである。

　次に、財団法人マルチメディアコンテンツ振興協会（ＭＭＣＡ）について取り上げる38)。通産省は、長寿

社会対策及び情報化施策として「メロウ・ソサエティ構想」39)を提唱しており、ＭＭＣＡはその一貫として

提唱された「ハイパー風土記」運動40)を、財団法人ニューメディア開発協会と協力して全国の自治体で展開

論文1999a：『政策科学』6-2, Feb.1999

16



している。この運動の協賛団体は1998年4月現在で115（自治体75、団体40）である（表3-1）。ハイパー風

土記は古代の風土記づくり活動を、現代のマルチメディア技術を利用し再現する試みであり、史跡、行事、郷

土料理などの地域固有の文化を記録・伝承することを通じて地域興しや町づくりを図る目的がある。この運動

によって、「高齢者知見の活用と社会参加の促進」や「新たな地域間交流及び世代間交流の促進」、「情報教

育の浸透と生涯教育の場の提供」、「地域文化・情報の蓄積」などの波及効果が期待されている。

　石川県では、1996年10月より情報化推進施策のひとつとして「石川新情報書府」構想を推進している41)。

これは石川県特有の文化資産である輪島塗や山中漆器、九谷焼、加賀友禅など伝統工芸に関する情報をマルチ

メディアデータベース化し、世界に向けて情報発信することを通じて伝統文化関連産業の振興を図ろうとする

ものである。最先端のマルチメディア技術を用いてデジタルアーカイブを作り出すことで、地域固有の文化資

産である伝統工芸の振興と、県内全体情報化の推進と、新しいメディア産業の創造という「一石三鳥の効果」

をねらっている（図3-2）。

　また、京都では、1998年8月に京都商工会議所や京都市が中心となって「京都デジタルアーカイブ推進機

構」が設立された42)。事業は３ヶ年で終了するが、その後、必要があれば行政として更に施策を講じること

や、推進機構を法人化し存続させる可能性もあり得るとしている。この機構の主な目的は、京都の歴史、文

化、伝統的資産をアーカイブ化することにより次世代に継承し、その資産をもとに新産業の創出を目指すこと

にある。また、コンテンツ制作の際に問題となる知的所有権の処理を円滑に行うための環境整備についても重

点課題とされている。当面の活動としてデジタル化に伴う知的所有権に関する諸課題の研究と、京都市工業試

験場、京都市染織試験場を核とした伝統産業技術のマルチメディアデータベース化が設定されており、1998

年9月には京都市染織デジタルアーカイブ研究会が発足された。京都府も、京都の資産としてもっとも価値の

ある資源である歴史的遺産に関連するコンテンツづくりには積極的である。特に、教育分野への応用が考えら

れるエデュテイメント分野では「エデュテイメントビジネス研究会」をたち上げ、理論的な研究活動から市場

調査やイベント企画まで、幅広い活動を展開している。

　京都はデジタルアーカイブに関しては、地域をあげて積極的に活動しており、1998年12月に国立京都国際

会館において開催された「デジタルアーカイブ・ビッグバン京都'98」においても、デジタルアーカイブは

「時代と場所と空気とをそのまま丸ごと格納する」ものであり、「新しい記憶の大地」、「新しい文化と知の

大地」として「人類の共同知としての重要性を痛感した」とする京都宣言が発表された43)。

（３）デジタルアーカイブへのモチベーションとその限界

　考古学、民族学などの学術関係者や美術関係者にとって、損傷・消失の可能性の高い歴史的遺産、失われつ

つある習慣・習俗、退色の激しい絵画などの美術品をいかに維持・保存していくかが長年の課題であった。ま

たハイビジョン、デジタル衛星放送などの次世代情報メディアにとって、現行のメディアとは差別化を図る意

味においても、高精細・高解像画像によるコンテンツや、エンターテイメントを中心とした多様化したニーズ

に応えるための大量のコンテンツをいかに集めるかが重要であった。デジタルアーカイブの構築によって集積

されるコンテンツはまさにこれらのニーズを満たすものであり、デジタルアーカイブによるコンテンツ制作の
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大きなモチベーションとなり得たわけである。

　また1960年代の高度経済成長によってもたらされた地方都市の工業化と、テレビ、雑誌などのマスメディ

アを中心とした地域間の文化における平準化作用によって、人々の間には中間層意識が進み、発展した経済活

動の対極に、大都市の過密化と地域の過疎化が進んだ。こうした状況を背景として、国や地方自治体にとって

デジタルネットワークの整備は地域間格差を埋める手段として非常に重視され、それぞれの地域の特質を活か

した地域振興策の要としてデジタルアーカイブを推進する動きが活発になってきたと言える。通産省における

メロウソサエティ構想の一環として推進されているハイパー風土記運動は、その典型であろう。

　国際的に見てみると、南北の経済格差の広がりが先進諸国にとって顕在化し、地球規模での環境汚染による

歴史遺産の損傷・消失が続く状況の中で、デジタル技術によるグローバルコミュニケーションの可能性や、そ

れらの情報インフラを用いた経済発展、文化交流などに期待が寄せられ、先に示したＧ７におけるパイロット

プロジェクトなどが政策的に提起されてきた。こうした世界的な潮流の中で国内においても、公的機関が中心

となってデジタルアーカイブ推進協議会が設立され、伝統的文化財、美術品についてデジタルアーカイブ化を

進めていく政策的環境が整い始めたといえる。

　しかし現状では、国内のデジタルアーカイブ構築は公的機関主導の性格が強く、アーカイブされる対象が伝

統的文化財、美術品といった著作権の消滅したものが中心のため、社会的な利活用のための方法論よりも、所

有権の保護を図りながら対象物の維持・保存を進めていくことに政策的重点を置かざるを得なくなっている。

民間主導型の事業においては、デジタルコンテンツなどへの二次利用、マルチユース化に指向性の強い美術品

などがアーカイブ化の中心となっており、文化財指向という点では同様であるが、社会的な利活用の試験的な

ビジネスモデルを模索していると評価できる。しかし、こうしたアーカイブを長期に渡って構築していくこと

は難しい事業であり、革新的なビジネスモデルが展開しなければ社会的な需給関係からいっても継続が期待で

きないと言えるだろう。

　さらに次世代情報メディアに向けたコンテンツ供給のモチベーションに対して、著作権処理問題が未解決の

ままでは、ビジネスモデル自体が成立することが難しいと考えられる。社会の要請するニーズは多様化してお

り、伝統的文化財や美術品だけを文化資産と捉え、アーカイブ化を推進していくことには限界があるのではな

いだろうか。現代のエンターテイメント産業をささえる文化には、映画、音楽、ビデオ、アニメーション、コ

ンピュータゲームなどの分野が含まれる。特にデジタルネットワークやデジタル技術が進歩するにつれてこれ

らを応用した新しいニーズが生まれており、最新のデジタル技術を取り入れたコンピュータゲーム、アニメー

ションなどはこうしたニーズを満たしている産業の典型であり、日本独自の文化産業であるともいえる。文化

資産のデジタルアーカイブを考える場合には、このような新しいリソースを含んでもよい段階にきていると思

われる。

　以上のような各政策主体、アーカイブの推進アクターごとの、デジタルアーカイブへのモチベーションや課

題を整理したものが表3-2である。
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4．　GAP(ゲームアーカイブプロジェクト)の成果と課題

　テレビゲームは日本の代表的デジタルコンテンツ産業に成長しつつある。しかし意外なことに、そのソフト

ウェアの全体について体系的に整理したリストやデータベースのようなものは存在しない。ここでは、デジタ

ルアーカイブの構築とその社会的な利活用のモデルケースとして、私たち自身が進めている「ゲームアーカイ

ブプロジェクト（GAP）について紹介し、その活動から得られた成果と課題について述べる。ゲームアーカイ

ブプロジェクトは京都府のコーディネートと京都リサーチパークの支援の下、立命館大学細井研究室とインタ

ーメディウム研究を中心に、1998年4月にスタートした産官学のコラボレーション型研究プロジェクトである

44)。

4.1　プロジェクトの背景と研究テーマ

（１）テレビゲームとは何か

　「ゲーム」にはじゃんけんやトランプなどなんらかのルールやテーマにもとづく「遊び」が広く含まれる

が、1960年代以降コンピュータの歴史とともに発展してきたものを「エレクトロニックゲーム」と呼ぶ。平

林／赤尾［1996］によれば、その中でも特にディスプレイを出力手段として用いているものを「ビデオゲー

ム」と呼び、現在その市場は概ね次のような４つの領域にわけて考えることができる（図4-1）45)。

　1)　アーケード（いわゆるアミューズメント機器、業務用の市場）

　2)　パソコン（マックやウィンドウズなどパソコン向けの市場、CD-ROM含む）

　3)　エレクトロニック・トイ（電子的機械玩具の市場、電子手帳、タマゴッチ、光線銃など）

　4)　テレビゲーム（家庭用テレビに接続して利用するゲーム機器・ソフトの市場）　

　またテレビゲームは日本では単にゲームとよばれることがおおいが、その他にも「家庭用テレビゲーム」あ

るいは業務用に対応して「コンシューマ機」などと呼ばれることもある。任天堂のゲームボーイに代表される

携帯ゲーム機もテレビに接続するものではないが、テレビゲームに分類される。

　世界ではじめてのテレビゲーム機は「オデッセイ」（マグナボックス社、1972年発売）といわれている

が、テレビゲームをビジネスにしたのはノーラン・ブッシュネル（Nolan Bushnell）である。彼は1972年にコ

ンピュータゲーム機「ポン」の発明で成功。アタリ社を設立し、家庭用ＴＶに接続可能なゲーム機「アタリ

2600」を発売した。これをきっかけにアメリカでテレビゲーム市場が形成された。ところが、1983年テレビ

ゲームは突然売れなくなり３０億ドルに達したテレビゲーム産業は凋落の一途をたどり始める。この出来事は

「アタリショック」と呼ばれている46）。　

　同じ年、日本では任天堂が「ファミリーコンピュータ」を発売した。アメリカのテレビゲーム市場が低迷す

る一方、日本ではアタリショックを強く意識する任天堂の方針47)が成功し、市場が急速に形成されてきたと

論文1999a：『政策科学』6-2, Feb.1999

19



いう経緯がある（表4-1）。ファミリーコンピュータの発売以降の日本における大まかな時代区分としては、

任天堂のファミリーコンピュータによる一強皆弱時代、セガが「メガドライブ」で本格的に参入し任天堂がス

ーパーファミリーコンピュータで圧倒した16ビット機時代。激しい次世代ハードの開発競争の末ソニーコン

ピュータエンタテインメント（SCE）がプレイステーションで参入し、32（64)　ビット機で３メーカーが鼎

立した時期、に分けることができる。最後の段階はSCEが圧勝したとされているが、1998年11月のセガドリ

ームキャストの登場から、すでにネットワークに対応する「次の時代」が始まっているというのが一般的な見

方である。

　産業としての特徴でいえば、このような経緯を通じて「プラットフォームビジネス」、「ライセンスビジネ

ス」とよばれる新しいビジネスシステムが確立したことが重要な点である48)。また、日本が制作している数

少ない国際競争力のあるデジタルコンテンツであると捉えられるようになって以降は、有力なソフトハウスの

戦略にも注目が高まっているが、最近の事業課題としては、流通問題49)、ネットワークを利用した新しいス

タイルのゲームの開発などがある。

　日本のテレビゲーム市場を統計データ50)で見てみると、1997年の市場規模はハードウェアの合計が11,90

万1,000台で、年間1000本以上の新作ソフトが発売されている（表4-2）。また、表4-3に見られるように、ユ

ーザーとして一番多いのは小中高校生の子供であるが、いまではテレビゲーム第一世代の成長に合わせるよう

に20～30歳代にもひろがりつつある。ファミコンが登場して数年後には、テレビゲームが社会に与えた影響

について批評がなされるようになり、その代表的なものは子供の遊びから運動を奪い成長に悪影響を与える、

暴力を助長する、子供同士の「つきあい」が消えた、などネガティブな指摘であった。そういった議論は現在

でも続いているが、他方では、テレビゲームは日本において成熟してきた新しい遊びの文化であり、子供たち

はあたらしいコミュニケーションのスタイルを生み出している、といった側面も指摘され始めている51)。ま

た、心理的な治療手段やリハビリテーションにゲームを利用するといった、新しいケースも報告され始めてい

る。

　このような状況の中で、「ポケモン」に象徴されるようなゲーム関連のキャラクタービジネスが成立し、メ

ディアミックス的な展開が日常化し、ゲーム中で使用される音楽のCDも多数発売されるようになっている。

当初は著名なゲーム作家が知られるのみであったが、最近ではオープニングやエンディングで映画のような詳

細なスタッフロールを付けるのが一般的になりつつあり、その制作チームや個人の作品性もより認められるよ

うになってきた。コンピュータ技術の進歩とデジタルネットワークの整備にともなって、テレビゲームはゲー

ム自体としての面白さや可能性の追及とあわせて、再利用のしやすいデジタルコンテンツとして発見されつつ

ある。今後はさらに、学習ソフト・エデュテインメントソフト、Webや双方向ＴＶなどインタラクティブ性の

高いメディアで、人々を引きつけ物事を分かりやすく伝える方法としてテレビゲームや「テレビゲーム的手

法」がより注目されていくと考えられる。

（２）研究テーマの設定

　テレビゲームはアメリカが生み日本が育てた遊びの文化であり、人々の生活と価値観に深く浸透した社会的
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な工業製品でもある。この意味では、より広い視点と文脈から、テレビゲームの社会的な有用性と問題点の研

究、さらには社会経済的、文化的視点からの研究が必要な時期であると思われる。しかし、現在のところゲー

ミングやシミュレーションについての学会を例外とすれば、テレビゲームについて体系的な学術研究を行う組

織や体制は存在していない。

　GAPは、過去・現在・未来のテレビゲームを対象に、ソフト収集とその基本情報のデータベース化を行い、

それを社会的にオープンに利用できる仕組みを創造することを通じて、テレビゲームに関する研究や活動の成

果を蓄積することをめざしている。具体的には、現在のテレビゲームの原典として評価されている任天堂ファ

ミリーコンピュータ用のソフトウェアを最初の研究対象とし、同社から貸出を受けた1800種類1900本あまり

のファミリーコンピュータ用ゲームソフトを素材に、テレビゲームのアーカイブ構築方法に関する研究とアー

カイブの社会的活用についての研究を２つの柱として設定した。プロジェクトの始まった1998年4月から10月

まで（第１フェーズ）の活動を以下にまとめる。

4.2　プロジェクトの成果と到達点

（１）ゲームアーカイブの構築方法について

　「ゲームアーカイブ」というと、どうしてもゲームソフトがデジタルデータとして蓄積され、ダウンロード

して利用できるというものを想像してしまう。しかしそれは知的リソースと場を提供するという全体のテーマ

から考えると部分的で技術的な問題である。GAPでは、次に挙げるような理由から、ゲームアーカイブ構築の

前提となるであろうテレビゲームソフトの整理の方法、基本的な情報をあつめたデータベースの構築から始め

ることにした。

　1)　どのような角度からテレビゲームを扱うにしても、ゲームソフトを時系列的に把握できる最小限のリス

ティングが不可欠である。

　2)　ゲーム産業の立ち上がり期のソフトウェアは散逸が危惧され、量・質ともに急速に展開しているソフト

開発販売の現状を踏まえるならば、できる限り急いで収集を始める必要がある。

　3)　本格的なデジタルネットワークの時代を迎えて、今後はこのようなコンセプトでのデジタルアーカイブ

構築が様々なジャンルと対象について試みられていくと考えられる。本プロジェクトはそのような今後

の展開に対するフィージビリティスタディの側面を持っている。

　4)　ファミリーコンピュータはテレビゲームの原典であり、1985年の段階ですでに現存のゲームコンセプ

トが全て含まれているとも言われる52)。実際にファミリーコンピュータのアーカイブを構築してみる

ことを通じて、分類整理の方法論や、アーカイブ利用に伴うコンテンツ著作権の問題、ユーザーインタ

ーフェースの問題などの課題が明らかになると期待できる。

　ゲームアーカイブには、現物自体が保管されていることやその検索システムが整備されていること、さらに
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目的の現物を簡単に参照することや、自由に付加価値情報を追加していけることなど、様々な仕組みが必要と

考え、図4-2に示すようなシステムを仮作することにした。データベースについては、「タイトルデータベー

ス」（表4-4）を核に「在庫データベース」（表4-5）、「画像データベース」などを組み合わせて構築するこ

とにした。ゲームタイトル毎に固有のコード「GAP-ID」53)を割り当てることで、「タイトルデータベース」

を中心に付加価値情報を追加することを可能にしている。

　データベースに入力するゲームの「タイトル」と「権利者」は、ともにパッケージの箱とゲーム画面の２ヶ

所から読み取るが、「タイトル」にはサブタイトルやキャッチコピーが、「権利者」にはゲーム全体の権利主

体だけでなく、こまかな権利の種類等について記載されたものがある。こうしたデータベースの「タイトル」

と「権利者」に関する情報やこまかなニュアンスを補完するために、パッケージの表裏をスキャナで、ゲーム

画面からタイトル表示と権利者表示の画面をビデオキャプチャーで、それぞれ取込んだ。もちろん、パッケー

ジにはデザインなど固有の資料的価値があるという期待もある。画像ファイルは、GAP-IDを利用した固有の

ファイルネームを付け、画像データべースで管理してあるが、現在これらの画像情報の利用するに関する著作

権の問題があり、ブラウズする技術的方法ともに検討中である。

　またゲームソフトの現物保存という観点からは、プログラムデータの載った記録媒体はもとより、箱や説明

書、アンケートハガキ、パッケージ内に封入された広告物など、パッケージ全体で一つのものとして扱い、全

てをオリジナルの状態で維持保存する必要があると判断し、利用による汚れや破損を防ぐこと、現物ひとつひ

とつに簡便にアクセスできること、効率的な保管体制の３点について有効な方法を試行してきた。

（２）テレビゲームアーカイブの社会的利活用について

　古今東西のテレビゲームとその関連情報を収集し公開する「ゲームアーカイブ」は、どのような人々が何の

ために利用するのだろうか。ゲームアーカイブの活用目的は社会的に意味と広がりのあるものがふさわしい。

GAPでは、そのようなアーカイブの利活用の目的として「人材育成」という軸を設定し、その方法と課題を検

討してきた。

　テレビゲーム産業でまず求められるのは、新しいゲームをつくりだす「ゲームクリエイター」であると考え

られる。テレビゲーム産業への人材育成の典型例として、専門学校による教育とソフトハウス内での育成があ

げられる。その他にもクリエイターの発掘やインキュベートの試みとして、任天堂株式会社と株式会社リクル

ートが共同で設立したゲームクリエイターを専門にマネジメントする会社「マリーガルマネジメント」、ソニ

ーコンピュータエンタテインメント社のゲームクリエイター支援プログラム「ゲームやろうぜ」54)などがあ

げられる。これらの制度からも実際にゲームやクリエイターが生まれているが、産業の成長と対比するなら

ば、仕組みとしてはまだ小さなものである。

　ゲームの開発現場の状況は変化している。開発環境・機材の高度化・高価格化とプラットフォーム毎の差別

化の進行が、プロとアマの技術面での差を広げている。また、ゲームの企画とプログラミングやグラフィック

ワークなどの実際の開発段階との間での分業化も進んでいる。その結果、いわゆる大作指向が強くなり、開発

費用の増加や開発期間の長期化が進行している。少人数で手作りの色が濃かった草創期とは違い、ゲームソフ
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トの開発は組織的な生産活動になってきている。

　既存の作品よりもっとおもしろく、もっと過激で前作を越えるものをつくるのがゲーム作りの基本であり、

そこでは「古典的な」ゲームを参考にすることは役に立たないとも考えられる。「おもしろい」ゲームづくり

は創造的な活動であり、他人から教えられるものではないという意見もある。仮に教えられるとしても、だれ

が教えるのであろうか。米国の映画産業の場合、一般的な大学に多くの映画学科が設置され、そのなかで映画

の歴史や表現手法等の映画についての基本的な知識を体系的に伝えたり重要な作品に触れさせる等の教育がお

こなわれている。そのような教育のなかから映画産業を支えるような人材が実際に生まれていることに比べる

と、テレビゲームはまだ「基本的な知識」が整理されておらず、どのような人々がテレビゲーム産業を支える

ことができるのかについても、明確なニーズが形成されていない。

　以上のような状況を踏まえると、「ゲームクリエイターの育成」という表現は少々曖昧だと言える。ゲーム

制作のプロセス全体を見渡して必要とされる人材や能力を考えると、資金計画から人材配置まで全体的な構想

を組み立てるプロデューサーや、総合的なプランニングを担当するプランナー、プランのフィージビリティを

踏まえたうえでマネジメントを遂行するマネジャー、制作したコンテンツを世に売り出すマーケターや宣伝広

告担当、など多様なタイプの人材の必要性が指摘できる。また、ゲーム産業を含めた映像ビジュアルエウェア

産業全体の振興を考えた場合には、新しいゲーム関連事業を起こしてゆくアントレプレナー、ベンチャーキャ

ピタリスト等裾野の広い人材層が必要とされてくることも間違いない。

　さらに、前述のようにテレビゲームは業界の内部に限らない社会的広がりと影響力を持っており、アカデ

ミックな研究対象としても認知されつつある。この意味では、学問的研究に寄与しうる研究者もゲームアーカ

イブが目的とする「人材育成」の対象に含まなければならない。ゲームアーカイブの社会的利活用としての人

材育成は、「クリエイターの育成」というこれまでの狭い枠を再考した上で、テレビゲームに関わるすべての

人々に目を向けていかなければならないと考えている。

4.3　今後の課題と展望

（１）ゲームアーカイブの社会的認知について

　ゲームアーカイブはパブリックなものでなければ存在意義が薄い。また、アーカイブが単にものを収蔵する

だけの装置であれば、それは単なる倉庫である。人が集い、活用し、そして新しい知見の創造を促進すること

がデジタルアーカイブを構築する意味となるべきである。テレビゲームは映画等と同じく、多様な人材や組織

に拠ってたった産業であり、様々な階層を巻き込んだ娯楽・エンターテインメントであり、社会的な現象とし

て学術的な関心を喚起する対象である。つまりゲームを「作る・遊ぶ」といった関係だけではない広がりが存

在するのである。

　膨大な知的リソースの網羅的蓄積を基盤にしたアーカイブの典型としては図書館がある。そこには物理的な

蔵書と閲覧室、必要な資料をみつけだすための検索システムが整備されている。検索だけであればネット上で

公開されている図書館もある。利用者は著作者や表題を中心にコンピュータで検索をして目指す本棚に向か
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う。もし望むならば自分が必要としている書籍＝情報にたどり着くために司書にナビゲートしてもらうことも

可能である。GAPでは、テレビゲームを知的リソースとして提供することで広い意味での人材育成に役立つた

めには、図書館が果たしている役割をデジタルコンテンツとネットワークの環境に適したように解釈しなおす

アプローチが有効だろうと考えている。

　すなわち、ゲームアーカイブには次のような機能が必要であろう。ゲームに関するモノや情報を総合的に収

集・保存・整理し、知的リソースとして提供するとともに、テレビゲームをテーマに活動する人びとが結びつ

くことの出来る「場」を提供する機能である。テレビゲームは本質的にはデジタルコンテンツであるものの、

実際にはパッケージ商品55)として流通しており、またゲーム攻略本や関連商品、派生ビジネスなどが非常に

幅広いゲーム関連産業の裾野を形成している。ゲームアーカイブは、それらの関連物も含めたテレビゲームに

関する情報をデジタル化して、相互に関連するハイパーリンクを構築するとともに、テーマを持った多様な

人々からの情報、評価、批評、意見などが自発的に集まってくるような仕組み作りを目指さねばならない。前

述した映画情報のアーカイブであるＩＭＤｂの活動などが大いに参考になるだろうと考えている。

（２）具体的な諸課題について

　現在、ゲームの基本的情報を収納したデータベースがプロトタイプとして構築してある56)。これは、アー

カイブ構築のための基本的なインデックスになる部分であるが、次の課題は、ゲームアーカイブが収集すべき

情報とコンテンツの確定である。この点については、テレビゲームに関連するコンテンツを、「ゲームソフ

ト、ハード、関連会社、人々、書籍、ランキング、関連商品」など10～15の群に分けた上で、「作る、遊

ぶ、広める、つながる、評価する」などの定性的な情報項目ごとにリンクさせていく方向で研究を進めてい

る。

　また、ゲームソフト現物の収集を始めることも課題である。表4-6にまとめたように、1983年のファミコン

発売以降日本ではおよそ20種類のゲーム機が発売されているとみられ、これらのプラットフォームで過去に発

売されたソフトウェアについては、すぐに収集をはじめなければその大部分を確保することが困難であると考

えている。また、年間およそ1000タイトルあまり発売される新しいソフトウェアをいかにライブラリーに加

えてゆくか、その仕組みを検討する必要もある。

　また、図書館では実際に本を読むように、ゲームアーカイブもゲームを実際にプレイできるものでなければ

価値がない。しかし先にも述べたように、ゲームアーカイブが収集しようとしているコンテンツはゲームのプ

ログラム以外すべて劣化してゆくものである。記録媒体（ROM、ディスクなど）、説明書、付属品、記録媒体

に付されたラベル等からなるパッケージ物など様々な形態の現物について劣化防止の方法を検討しなければな

らない。また、閲覧や利用による劣化の問題もあり、現物を直接触ることなく各コンテンツを利用する環境の

開発を早期に実現しなければならない57)。

　さらに、ゲームアーカイブが収集したコンテンツを整理し、社会的活用にむすびつけるための課題としてゲ

ームの分類方法の検討が必要である。 ゲームの分類は、アクションゲーム、ロールプレイングゲーム、シュ

ーティングゲームといった「ジャンル」しか存在しない。ユーザーがゲームを選びコミュニケーションをとる
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方法としては通用しているが、現状でそのままテレビゲームアーカイブのインデックスに取り入れるには問題

がある。なぜならば、まずジャンル分けについて合意されたひとつの定義が存在しない。そしてジャンルはつ

ねにあたらしく生まれ、融合し、変化している。さらに個別のゲームソフトとジャンルの対応がとれないもの

も存在する。GAPでは、膨大なゲームソフトを整理活用するための指標として、時系列だけでなくもっと別な

視点が必要だと考えている。現状におけるゲームの分類のような主観的なもの、あるいはメーカーのマーケテ

ィング戦略のためのもの、一部のマニアの提唱によるものなどではなく、客観的でアカデミックな研究作業を

通じて、なんからかの統一的で普遍性のある分類コードが必要である。ゲームの分類方法はゲームアーカイブ

を支えるシステムの根幹であると考えており、それは広く社会がそれぞれの立場で活用できるものでなければ

ならない。

　最後に、避けて通れない問題としてゲームソフトの著作権の処理がある。ゲームソフトとそれに関連するコ

ンテンツは多くが著作物であり、これを利用する際には権利者への許諾が必要ということになるのだが、ひと

つのゲームソフトに多数の著作権利者が存在する場合が多く、古いゲームソフトに関しては権利者の把握が困

難であったり権利主体である会社がすでに存在しないケースが生じてきている。ゲームソフトが再利用可能な

コンテンツとして認識されたのはごく最近のことであり、権利問題の解決は大きな政策課題である。

５．結びにかえて～デジタルアーカイブの意義と役割～

5.1　デジタルアーカイブの実践的・政策的焦点

　既存の産業の多くの分野で大きな成長が見込めないという状況を前提とすれば、新産業創造の切り札として

のビジュアルウェア産業の可能性には大いに期待しなければならない。しかし、単なる景気対策、雇用創出の

ための公共投資的な産業支援政策に終わるならば、かっての「ニューメディア」ブームの失敗の轍を踏む危険

性がある。ニューメディアブームの際は、インフラ整備に偏重した政策の結果、魅力あるコンテンツの提供が

できずに結果的に失敗に終わった。ハイビジョン放送も従来の地上波に対する技術的優位性にのみ焦点が当て

られ、その長所を生かしたコンテンツ制作が全くといってよいほど進んでいない。それに加えて、欧米諸国と

の規格の統一が進まず結果的にNHK一局のみが放送を続ける状況が続き、さらなるコンテンツ不足がおこる、

という悪循環に陥ってしまっている。またケーブルテレビも、アメリカでは通信衛星と融合し魅力あるコンテ

ンツを安く大量に発信して地上波をしのぐ情報を提供しているが、日本においては加入料が高いだけでなく、

真のニーズがあるコンテンツを把握し切れていないことから加入者が伸び悩んでいる。

　ビジュアルウェア産業育成のためには、通信事業の公正な競争を保証するような規制緩和を含めた環境整備

が必要であるが、やはり魅力ある優良な情報コンテンツをどれくらいの質と量で生み出すことができるのかが

最大の課題である。デジタルアーカイブは、そのための試金石としての意味を持つであろう。このような視角

からみれば、デジタルアーカイブの構築と運営を目指す現状の事業活動や政策的支援の問題点は以下のように
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整理できる。

（１）デジタルアーカイブの対象

　前述したように、デジタルアーカイブについての一般的認識は、「人類共有の貴重な財産である文化資産に

対して、資産そのものの保存・修復のために、それらを情報として蓄積・整備し、次の世代に正しく継承する

ために、またそれらの情報を有効に利活用していくために、デジタル技術、マルチメディアデータベース技術

等の最新技術を積極的に活用していこうとするもの」ということである。そして、実際に構築・運営されてい

るデジタルアーカイブの多くが文化的リソースであることは第３節で見たとおりである。

　文化財や文化的・芸術的リソースを対象として限定することは、デジタルアーカイブのための予算的・技術

的制約から考えて、民間企業と行政と研究機関の「産官学」で推進していかなければならないという事情や、

また国際的なデジタルコンテンツの相互利用的展開を考えた場合、日本の伝統的なリソースの豊かさと広がり

は大きな競争優位をもちうるとも考えられることから、特に異論を持つわけではない。しかし、デジタルアー

カイブがあたらしい産業やビジネス、社会的諸活動、行政活動、市民活動の公共財的なリソースとなっていく

ためには、いわゆる文化財だけではなく、より多様な素材や活動をデジタル化しアーカイブ化していく裾野の

広さが必要になってくるであろう。GAPがデジタルコンテンツとしてすでに大きな市場を形成しているテレビ

ゲームに着目したのはこのためである。

（２）権利関係の処理

　第３節で見たように、デジタルアーカイブの構築・運営に際して最初に社会的障壁となるのは、著作権、所

有権の処理問題である。デジタルアーカイブ推進協議会がいちはやくガイドラインの試案を公表しているの

は、この問題を最重要視して早急な社会的議論が必要だと判断しているからである。しかし、このガイドライ

ンでは、アーカイブの目的が文化財の保存と継承であることから、デジタルアーカイブの法的な定義を「歴史

的・文化的遺産である仏像、絵画、古美術品、或いは伝統芸能等を対象素材として、それらの撮影写真(静止

画像)や撮影映像(動画像)をデジタルスキャナー等でデジタル化してデジタルデータを作成し、このデジタルデ

ータを多数登録(複製)したデータベースをいう」と限定している58)。そして、それでもその静止画像の所有権

者や著作権者が複雑に交錯した場合の処理が極めて難しく、結局のところ「素材に係わる権利(素材の所有

権・著作権、素材の撮影写真の所有権・著作権)を有する各々の権利者と別個にその利用について契約を締結

しなけらばならない」と結論づけている59)。

　また、「本ガイドライン(案)では、デジタルアーカイブに登録(複製)されるデジタルデータは、撮影写真等の

静止画像とする。撮影映像(動画像)については、権利関係が複雑であり、当委員会においては未だ十分に議論

がなされていないこともあって、検討の対象からは除外している。今後十分な議論を重ねたうえで整理すべき

課題である」としており、写真以外のマルチメディア的素材については、より一層の複雑な課題であると指摘

している60)。中古ゲームソフトの販売をめぐって大きな法的議論になっている著作権法の頒布権をめぐる問

題とも重ね合わせて考えれば、文化財以外の裾野の広い素材をアーカイブ化していく際には、基本的に映画の
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ような著作物を前提として構築されている現行著作権法の再検討も視野に入れた議論が必要な段階であると思

われる。

（３）社会的利活用のモデル化

　デジタルアーカイブ化の主たる目的が文化財の保存と継承にある現状では、アーカイブの社会的な利活用の

視点については「資産そのものの保存・修復」のためにということが第１に語られ、「それらの情報を有効に

利活用していく」という目的が並行して指摘される傾向にある。しかし、これらを別のものとせずに、後者を

通じて前者を達成していくような、相互循環的な目的の連鎖を実現していく必要がある。保存と継承だけでな

く、それを活用した新しい付加価値を創造するシステム、すなわち営利的にはビジネスモデル、非営利的には

社会的な活用モデル、がセットで開発されなければならない。

　また重要なことは、ビジネスモデルと非営利的な利活用のモデルを切り分けて考える必要はないということ

である。例えば、アーカイブの非営利的な利活用として「学術研究・教育のためのリソース」という切り口が

考えられるが、最近のTLO（技術移転機関）の活性化に見られるように、学術研究活動のオープンで合理的な

社会的還元が健全なビジネスモデルを育成する契機になりうるのである。さらに、ビジネスと非営利を含めた

社会的利活用のモデル化のためには、権利問題の処理が先決事項だという理解もありうるが、これについても

どちらかが先に解決されるべきというよりは、相互作用的に解消して行くべき問題だと思われる。さらにいえ

ば、社会的利活用の雛形とその意義についての社会的な認知が拡大していくことを通じて、法的な権利問題を

現実的に解決していく方が戦略的にフィージビリティが高いといってもよい。

5.2　社会的利活用の基軸としての人材育成

　前節でみたように、GAPにおいては、このような社会的利活用のモデル化を「人材育成」を基軸として考え

ている。テレビゲームはすでに国際的なマーケットを対象として巨大な産業が形成されており、プラットフォ

ームを供給する企業もソフトウェアを供給する企業も、それぞれのビジネスモデルに基づいた戦略的な競争の

最中にある。このような競争的商品としてのテレビゲームソフトのアーカイブが社会的に利活用されるとすれ

ば、それは競争関係にある個々の企業の利害を超えたところに、あるいは共通の利害として確認できるような

目的を必要とする。それは、ソフトウェア開発が極端な人的資源集約型産業であることからすれば、まず人材

の問題であろう。

　そしてまた人材育成という課題は、テレビゲームに限らず、デジタルコンテンツ全般の社会的利活用が、本

来的な意味で社会と産業の構造転換をもたらしうるようなプロセスを作り出せるかどうかを決定する主要成功

要因（critical success factor）である。なぜならば、デジタルアーカイブとそれが作り出す新しい社会的プロセ

スを考えた場合、既存のコンテンツやリソースをデジタル化することも、一定の方法と指向性でそれらを整理

してアーカイブ化していくことも、またそのアーカイブを利用して新しい付加価値を生み出すような仕事を創

造することも、いずれも高等教育機関や企業内教育を通じた従来型の人材育成では対応できない新しい領域の

知的営為であると考えられるからである。
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　しかし、本稿で概観してきたビジュアルウェア産業やデジタルアーカイブをめぐる政策的な事業のいずれ

も、まだこの点の認識が十分でないように思われる。産業と社会の構造的なデジタル化・ネットワーク化に対

しての企業や行政としての適応戦略は組み立てることができるが、それをそれぞれの場と階層で担っていく人

材の育成については、いまだ高等教育機関による養成と企業内（組織内）オン・ザ・ジョブ・トレーニングの

組み合わせ以上のイメージを打ち出せていない。現実問題として、組織人あるいは行政人（administrator）の

養成についてしか成功事例をもたない日本の高等教育システムと、直接的な成果に対してしか評価軸を持ち得

ない企業内教育システムの組み合わせでは、デジタルアーカイブの社会化モデルは創造できないと思われる。

　GAPにおいては、前述したようにゲームクリエイターの養成だけを人材育成とは考えずに、資金計画から人

材配置まで全体的な構想を組み立てるプロデューサーや、総合的なプランニングを担当するプランナー、プラ

ンのフィージビリティを踏まえた上でマネジメントを遂行するマネジャーなど、さらには新しいゲーム関連事

業を興していくアントレプレナー、ベンチャーキャピタリスト等裾野の広い人材を対象として想定し、それら

の育成に活用できるアーカイブの方法論と構築ノウハウを研究している。そして、それらの多様な人材は「シ

ステム」として育成されていくのではなく、「場」としてのアーカイブの周辺から立ち上がってくるのではな

いか、と考えている。

　たとえば、いろいろな業界関係者からのヒアリングや共同研究を通じて、ゲームソフトの「取り扱い説明

書」をリバースすることによってソフトウェアの基本的な組み立て方を理解することができ、シナリオライタ

ーやプログラマーの研究資料として有用であることなどがわかってきた。この知見から、ゲームアーカイブを

構築する際にはデジタル化した取り扱い説明書を検索可能な形で取り込もうというアイデアが生まれてきた

が、これはコンテンツ製作現場の知見をデジタルコンテンツを媒介としてアーカイブの中に組み込んでいくプ

ロセスと考えることができる。テレビゲーム関する多種多様な知見、知識、ノウハウは、デジタルコンテンツ

の中に埋め込まれてコンテンツの製作現場とアーカイブの構築現場の間を循環しながら、デジタルアーカイブ

自身を成長させていく。そして形式知の暗黙知的な取り込みという観点からすれば、利用者としてアーカイブ

にアクセスする者よりも、この循環の過程を担いながらデジタルアーカイブを構築・運営していく者の方が、

新しい情報コンテンツを創造する発想力や、それを社会的に活用して新しい産業を生み出していくアントレプ

レナーシップを成熟させていくのではないか。これがGAPにおける人材育成についての仮説である。

　デジタルアーカイブとそれを通じた人材育成を「場」というコンセプトでモデル化したものを図5-1に示

す。

【付記】

　本稿のベースとなったGAPは、本学大学院政策科学研究科のリサーチプロジェクト「情報化社会と組織ガバ

ナンス」のサブプロジェクトであり、大阪のインターメディウム研究所をパートナーとして1998年4月からス

タートした。立ち上げの資金的援助は京都リサーチパーク株式会社から受け、京都府のコーディネーションに
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よって任天堂株式会社、株式会社セガ・エンタープライゼス、業界関係者等からハードウェア、ソフトウェ

ア、関連諸資料の寄託を受けて研究を進めている産官学の協同プロジェクトである。

　またこの活動を通じて、各ハードメーカーやソフト会社の方々をはじめ、近畿通商産業局産業企画部の武田

至弘氏、株式会社ダブの桝山寛氏、社団法人コンピューターエンターテインメントソフトウェア協会

（CESA）の冨倉雅也氏、財団法人マルチメディアコンテンツ振興協会の増井久之氏、株式会社ディジタル・

ビジョン・ラボラトリーズの高野雅晴氏、東映アニメーション研究所の鷲谷正史氏、株式会社マルチメディア

総合研究所の矢田真理氏など多くの方々から貴重なご意見やご支援をいただいた。とても紙面で紹介しきれな

いが、各企業、自治体、法人、個人の方々にこの場を借りてお礼を申し上げたい。

　なお、本稿はGAPに関わっている４名の共同研究であるが、主な分担として第１節と５節は細井、第２節は

中垣、第３節は山根、第４節は砂が担当したことを記しておく。

注

1)　通産省の定義によれば、映像・ビジュアルウェアとは「デジタル技術を用いて、ユーザーに目に見える形

で（「わかり易く」、「楽しく」あるいは「便利に」などの目的でビジュアル化し）提供される、映像を

含むコンテンツ及びそれらに関連する様々なソフトウェア、システムの総称」とされている。詳しくは近

畿通商産業局［1998］、2～３頁を参照されたい。

2)　高度情報通信社会推進本部[1998]を見よ。

3)　カラカー/ハーガドン［1995］、132～134頁を参照せよ。

4)　ＺＫＭのホームページ（http://www.zkm.de）を見よ。

5)　これらのコンテンツの共通点は、フランス・カンヌなどで国際的な見本市が開かれ、アワードなどによっ

て競争的に評価される場が存在するということである。

6)　例えばテレビ番組や映画のビデオ化による市場の形成の経緯については、青木［1991］を参照された

い。

7)　電子出版に関する問題としては、企画の統一の他に著作権保護の問題があるが、これはデジタルコンテン

ツ全般にわたる問題でもある。斉藤孝［1991］、戸田慎一／海野敏［1996］などを見よ。

8)　ソフトメーカーの開発体制に関しては、矢田［1997］、 83～100頁に詳しい。

9)　逸見／大西［1997］、 44～45頁を見よ。

10)　コンビニエンスストアでの流通会社として最も成功しているのは、株式会社スクウェアが1996年6月に

設立した「デジキューブ」である。同社はスクウェア以外のソフトも独自のルートで流通させている。矢

田［1997］、109頁を見よ。

11)　ネットワークを通じた行政の効率化はほとんどの省庁で取り組まれており、既に各省庁を横断した、イ

ンターネット上の文書・資料等の検索システムが稼働している。総合案内クリアリングシステム

（http://wwwc.clearing.admix.ne.jp/operate/japanese/su_usearch.html.）を見よ。

12)　デジタルアーカイブというネーミングは東京大学工学部の月尾嘉男氏による。

13)　1994年12月16日の「世界の文化を未来に継承するデジタル・アーカイブ国際会議」における発言要旨

より。http://www.glocom.ac.jp/NEWS/Archive/ArchiveJ.html及びhttp://www-cg.cis.iwate-

u.ac.jp/mm_home/watanabe.htmlを参照されたい。

14)　1998年12月8日の「デジタルアーカイブ・ビックバン京都'98」デジタルアーカイブ産業化フォーラムに

おける松岡正剛氏の発言要旨より。

15)　データベース振興センター／京都高度技術研究所［1997］、16～18ページ。

16)　成安造形大学の畑祥雄氏は、このような構想を「写真銀行」と名付けてその実現のために運動してい
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る。

17)　米国マイクロソフト社のビル・ゲイツ氏の出資により設立された。当初は、「インタラクティブホーム

システムズ社」としてハイビジョンテレビ向けコンテンツのために美術品コレクションを拡充することを

考えていたが、方針転換して広くコンテンツ制作者向けに画像の販売を行い、1992年に「コンティナ

ム・プロダクション社」と改名し、次いで1993年に現在の社名となった。http://www.corbis.com/を参照

のこと。

18)　渡辺［1998］、196～201頁を参照。

19)　美術館メディア研究会「ART COM NEWSインターネット版」第20号

http://www.dnp.co.jp/museum/artcom_20/toku2_20/toku2_20.1.htmlを見よ。

20)　コービス社では、自社で買収できなかったものは写真家、美術館などと個別契約した上で原著作はそれ

ぞれに帰属させ、かわりにデジタル使用権についての利用期間を設定し、その使用権の自動更新などを個

別的に対応しているようである。

21)　デジタルアーカイブ推進協議会機関誌『デジタルアーカイブ』No.２

http://www.jdaa.gr.jp/idaset/ida02/ida02-06.htmを参照のこと。

22)　リンカーンなどの歴代大統領やモハメドアリ、ビートルズなどが収められた1600万点を越える写真コレ

クション「ベットマン・コレクション」や、レオナルドダビンチのデッサン集「コーデックス・レーセス

ター」など。ダビンチの写本については1994年のクリスティーズのオークションで3億800万ドルで競り

落とされたものであるが、同社によってCD-ROM化されて40ドル前後で販売された。

23)　http://www.ascii.co.jp/ascii24/issue/980925/topic10.htmlを見よ。

24)　同社は、凸版印刷株式会社、株式会社日立製作所、朝日新聞社の共同出資によって設立された。

http://www.imagemall.co.jp/を見よ。

25)　秋田他［1998］を参照されたい。

26)　http://www.imagemall.co.jp/promo_j/about_us/about_3.htmlを見よ。

27)　東京国立博物館文化財情報システムフォーラムのホームページ（http://www.tnm.go.jp/bnca/）を参照のこ

と。

28)　文化庁情報化施策ホームページ（http://www.bunka.go.jp/6/VI.html）を見よ。

29)　1990年に始まった「ＩＭＤｂ」は、1993年にはインターネットコンテンツとして運営されるようにな

り、1998年4月に米国アマゾン・コム社が買収して現在に至っている。http://us.imdb.com/を参照された

い。

30)　白尾［1995］を参照のこと。

31)　http://www.gip.jipdec.or.jp/policy/infopoli/g7brussels.html及び

http://www.gip.jipdec.or.jp/policy/infopoli/eleven-projects.htmlを見よ。

32)　推進委員会は、芸術研究振興財団、財団法人マルチメディアソフト振興協会（現マルチメディアコンテ

ンツ振興協会）、財団法人新映像産業推進センターなどの協力によって開始された。1998年11月現在で

の会員数は52（自治体11、企業36、団体5）である。http://www.jdaa.gr.jp/を参照のこと。

33)　デジタルアーカイブ推進協議会ホームページ（http://www.jdaa.gr.jp/）を参照されたい。

34)　ガイドラインの全文は、http://www.jdaa.gr.jp/what/wh1-01_main.htmにある。

35)　1988年にハイビジョンの普及・啓蒙などを目的として設立された（財）ハイビジョン普及支援センター

（ＨＶＣ：Hi-Vision Promotion Center）が、デジタル技術の進展に伴って次世代映像メディアへ対応する

ために1998年に現在の名称に変更し、事業内容を「ハイビジョンをはじめとする高精細映像」産業に対

応するものとした。http://www.hvc.or.jp/を見よ。

36)　ハイビジョンはHigh Definition TV（高精細テレビジョン）の略称である。高精細表現力を持ち、クリア

なデジタル音声やデジタル信号によりコンピュータとの連動が容易なメディアであると評価されている。

37)　自治省「国際化・情報化施策」（http://www.mha.go.jp/indexb6.html）を参照せよ。

38)　http://www.mmca.or.jp/を見よ。

39)　日本は国連の定義によれば既に高齢社会（総人口の14％以上が65歳以上で構成された社会）を迎えてお

り、厚生省人口問題研究所「日本の将来推計人口（1992年9月推計）」の中位推計では2025年には高齢
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化率は約26％に達すると言われている。この構想は高齢者を弱者として扱うのではなくその知見を活か

し、高度情報化に対応した積極的な社会参加を支援する政策である。この構想を推進する目的で、1990

年に産官学が中心となって「メロウ・ソサエティ・フォーラム」が設立され、高齢者の情報リテラシー

（情報活用能力）向上をはかるための研究部会が設置され、1991年より高齢者向けのパソコン通信ネッ

トワーク「メロウ・ネット」の運営支援を行っている。http://www.mictokyo.co.jp/mellow/を参照のこと。

40)　ニューメディア開発協会ハイパー風土記ホームページ

（http://www.nmda.or.jp/mellow/fudoki/hyperfudoki/）を見よ。

41)　石川新情報書府ホームページ（http://www.pref.ishikawa.jp/shofu/index.html）を見よ。

42)　京都デジタルアーカイブ推進機構ホームページ（http://www.kyo.or.jp/archives/）を見よ。

43)　http://www.kyo.or.jp/archives/bigban/index.htmlを参照のこと。

44)　プロジェクトの経緯と詳細についてはGAPホームページ（http:/www.kyoto-one.ad.jp/gap/）を参照された

い。

45)　実際には、同じゲームが４つの領域に渡って発売されていたり、ネットワーク対応ゲームが普及した

り、記憶装置によるアーケードゲームとテレビゲームの連携の仕組みがあったりなど、４つの領域は密接

な相関関係にある。

46)　原因はゲームソフトが粗製乱造されて、ユーザーがテレビゲームに飽きてしまったのではないかとされ

ている。アタリショックの状況についてはシェフ［1993］が詳しい。

47)　ライセンス契約によりソフトメーカーの参入とゲームソフトの制作数を抑制することで、粗製乱造を防

ぎゲームの質を維持する戦略的方針。『日経ビジネス』誌によるインタビュー（1998年10月5日号、33

頁）でも明らかにされているように、現在でもゲームの「質=面白さ」を求めるその姿勢は変化していな

い。

48)　ハードの価格を収支がゼロあるいはマイナスになるくらいまで低く設定し、ソフトの委託生産量とロイ

ヤルティの収入などで利益を得るというビジネスシステムである。流通形態や価格設定にバリエーション

はあるが、現在もゲーム業界は任天堂が作り出したこのビジネスシステムで成り立っている。

49)　中古ソフト販売の禁止を巡る動き、コンビニエンスストアでの販売、通信販売や書き換えなどの無店舗

販売の試み、などがある。矢田［1997］やメディアクリエイト編［1998］を参照のこと。その他コンビ

ニエンスストアでの販売に関しては、デジキューブ社長ヘのインタビュー（『日経ビジネス』1997年6月

16日号、80～83頁）、任天堂の書換サービス関連記事（同上誌1997年6月30日号、9頁）、ソニーの流

通政策と中古販売の関連記事（同上誌1997年10月26日号、46～50頁）が参考になる。

50)　コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会から『CESAゲーム白書』が発行されるようになっ

たのは1997年以降であり、それ以前のゲーム業界の統計的データを知ることは困難である。

51)　文化としてのテレビゲームを肯定的に注目している例として、桝山寛氏の主催による「テレビゲーム・

ミュージアム・プロジェクト」があげられる。研究会、イベント主催、出版などの活動をおこなってお

り、1996年に企画された「ビットジェネレーション展」は、1998年に「トーキョーテクノツーリスモ」

（http://www.netshopboys.or.jp/ttt/）としてドイツで開催されている。

52)　『STUDIO VOICE』1998年11月号を参照のこと。

53)　機種の識別番号と通し番号からなる11桁の数字である。現在は仮IDとして機械的に振り分けているが、

プロジェクトの研究成果を反映させながら合理的なルール化を進めていきたいと考えている。

54)　最高３年間にわたって、開発機材、オフィス、開発費用などの支援をうけることができる。応募要項な

ど詳しい情報はhttp://www.scei.co.jp/gy/に見ることができる。

55)　デジタルネットワークによるコンテンツのオンライン配信、コンピュータネットワークや衛星デジタル

放送、書き換えサービスなどによる流通は、これに対してノンパッケージ流通と呼ばれている。こうした

ノンパッケージ流通は今後急増するという予測がある。

56)　ゲームの基本的な情報の検索については、GAPの他に、CESAによるゲームヒストリー

（http://www.wnn.or.jp/wnn-g/museum/history/index.html）やSCEによるプレイステーションソフトの検索

サービス（http://www.scei.co.jp/）がある。ただし、いずれもカバーしているソフトウェアはごく部分的な

ものか、あるいは自社関連のものに止まっている。
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57)　エミュレーション環境を準備することで解決できると考えられる。ただし問題は技術面よりも権利問題

であろう。

58)　デジタルアーカイブ推進協議会「デジタルアーカイブ権利問題ガイドライン（案）」

（http://www.jdaa.gr.jp/what/wh1-01_main.htm）、第２章の２の(1)。

59)　同上、第２章の3、類型【2】の(3)。

60)　同上、第２章の２の(1)。
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